
平成30年●●月 

草加市地域福祉推進基本方針 
（素案） 

地域まるごと 支え合いのまち 
そうか 





 本市では、平成１７年度の草加市地域福祉計画の策定から、「自立・共
存と支えあいのまちづくり」を理念として、平成２７年度までの１１年間
取組を進めてまいりました。 
 
 取組を実施していく中で、福祉にかかわる状況は、大きく変化していま
す。 
 
 近年は、社会全体において、人口減少とともに核家族化や少子高齢化が
進み、高年者人口がピークとなる２０２５年問題、介護と育児のダブルケ
ア問題、高齢の親と独身の子の８０５０問題など、これまでの社会保障制
度における「縦割り」では、解決できない課題が生まれています。 
 
 本市においても例外ではなく、複雑化する課題への取組が必要です。 
 このような中、平成２８年度から、草加市地域福祉計画を第四次草加市
総合振興計画に一体化し、市の全体計画の一環として、地域福祉を推進し
ていくこととしました。 
 
 第四次草加市総合振興計画は、市民同士の「つながり」「支え合い」に
よる「まちの力」を活かし、「豊かさ」を実感できるまちづくりを行うこ
とを基本姿勢としております。 
 
 この度、地域福祉の推進における具体的な取組内容を示すために、草加
市地域福祉推進基本方針を策定します。 
 
 全ての市民が、障がいの有無や介護の必要性にかかわらず、地域社会の
中でその人らしく、いきいきと安心して暮らすことのできる社会である
「地域共生社会」を実現させるため、「支え手」「受け手」という関係を
超えて、市民と地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人
と社会資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることができるよう、
取組を進めてまいります。 

はじめに 

 平成３０年○月 
草加市長 田中 和明 
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第１章 基本方針の背景 
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１ これまでの地域福祉計画  
 

 地域福祉の原点となる社会福祉法では、第１条（目的）において、「社
会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福
祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護
及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図る」
とされ、また、第４条（地域福祉の推進）においては、「地域住民、社会
福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、
相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する
一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動
に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければなら
ない」と定められています。 
 
 草加市では、この目的及び地域福祉の推進の達成に向け、平成１７年度
から平成２７年度までを計画期間とする地域福祉の推進に関する事項を一
体的に定めた草加市地域福祉計画を策定し、「自立・共存とささえあいの
まちづくり」を基本理念とし、「自立」、「共存」及び「支えあいのまち
づくり」をキーワードとした上で、「市民と行政の協働」、「サービスの
提供体制づくり」及び「サービスの利用促進」を基本方針として取組を推
進してきました。（平成２２年度一部改定）。 
 
 また、「新たな支えあいの基盤づくり」により、誰もが自立して、いき
いきと安心して暮らし続けられるよう、「市民の自助」、「町会・自治会、
地区社会福祉協議会、福祉活動グループ、ＰＴＡなどによる地域の共助」、
「福祉事業所、地域包括支援センター、社会福祉協議会による民間福祉支
援サービス」、「市役所による公的福祉支援サービス」及び「地域福祉
ネット整備」の取組を推進してきました。 
 
 計画期間が終了した平成２７年度以後は、平成２８年度から平成４７
（２０３５）年度までの２０年間を対象期間とする基本構想及びその実現
のための基本計画及び実施計画を総称する第四次草加市総合振興計画の策
定に伴い、社会福祉法に規定される地域福祉計画を総合振興計画と一体と
し、地域福祉の推進を図っているところです。 
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 国の動向として、内閣府は、平成２８年６月２日にニッポン一億総活躍プ
ランを策定し、「子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、
生きがいを共に創り、高めあうことができる「地域共生社会」を実現する。 
」としています。 
 
 また、ニッポン一億総活躍プランにおける「地域共生社会」を実現するた
めに、「支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が
役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育
成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすこと
のできる仕組みを構築する。また、寄付文化を醸成し、ＮＰＯとの連携や民
間資金の活用を図る。」としています。 
 

２ 国、県の動向  

出典：地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に
関する全国担当者会議 資料抜粋 



 また、厚生労働省は、地域共生社会の実現を加速化させるため、「他人
事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組
む仕組みや市町村による地域づくりの取組の支援、「丸ごと」受け止める総
合相談支援の体制整備、対象者ごとに整備された「縦割り」の公的福祉サー
ビスを「丸ごと」へと転換していくためのサービスや専門人材の養成課程の
改革等について、省内の縦割りを排して部局横断的に幅広く検討を行う「我
が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を平成２８年７月に設置しました。 
 その本部では、具体的な議論の場として、地域力強化検討会を立ち上げま
した。 
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出典：地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に
関する全国担当者会議 資料抜粋 



  
 地域力強化検討委員会の中間とりまとめを受け、平成２９年の社会福祉法
改正により、第１０６条の３が新たに追加され、地域共生社会を実現する取
組として、地域における住民主体の課題解決力の強化・包括的な相談支援体
制の整備が盛り込まれました。 
 
 併せて、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律や児童福祉法に関連して、地域共生社会の実現に向けた取組の指
針等が示されており、対象者、制度の枠を超えた、横断的な取組の展開が想
定されています。 
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出典：地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に
関する全国担当者会議 資料抜粋 



 埼玉県の動向として、第５期埼玉県地域福祉支援計画を平成２９年度に策
定し、平成３０年度から平成３２年度までの３年間を計画期間としています。 
 
 この計画では、『みんなでつながり 地域力を高める 埼玉づくりを目指
し、県における少子化、異次元の高齢化が進み、高齢者のみの世帯や単独世
帯の増加による、社会的孤立が懸念されており、今後、誰もが身近な地域で
安心して暮らしていくためには、住民・ＮＰＯ・ボランティア団体・社会福
祉法人・企業・相談機関・行政など、あらゆる関係者の協働により、地域の
課題を地域で解決する力を高める必要がある』として、地域福祉を推進する
こととしています。 
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第２章 基本方針の位置付け 
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基本構想 

基本計画 

実施計画 

総合振興計画 

施策２１ 

地域福祉推
進基本方針 

地域福祉推進 

実施計画 

地域福祉計画 

地域福祉 

活動計画 

地域福祉活動計画 
（草加市社会福祉協議会が策定） 

 草加市地域福祉推進基本方針（以下「基本方針」といいます。）は、総合
振興計画の施策と一体となった、地域福祉計画の理念である「自立・共存と
支え合いのまちづくり」の施策の実効性を担保するものとして、策定するも
のです。 
 基本方針は、福祉基盤の整備や障がい児・者、高年者、子どもなどの各福
祉制度では対応しきれない分野（制度の狭間）及び制度を横断的に対応する
必要がある分野に対する具体的取組を示すこととし、福祉や健康増進に関連
する計画の上位のものと位置付けます。 
 基本方針は、地域福祉計画の具体的取組を示しているため、社会福祉法第
１０７条に規定されている市町村地域福祉計画と同じ取扱いとなります。 
 

１ 基本方針の位置付け 

連動 

期間：Ｈ28年～Ｈ31年 

期間：Ｈ28年～Ｈ31年 

施策21 
地域福祉の推進 

※地域福祉推進実施計
画は、基本方針で定め
た基本目標の実施工程
を示したものです。 
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総合振興計画 

   第一期基本計画 

    施策２１  地域福祉の推進 （以下は施策の抜粋） 
① 社会資源の開発・発掘・育成を推進し、共助の領域を拡大・強化 

② 多様化する生活課題について地域全体で解決する仕組みづくり 

③ 地域の中で福祉の要となる社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の 

  育成支援や連携の強化   

地域福祉計画 

実効性 

地域福祉計画は、総合振興
計画と一体として策定し、第
一期基本計画 施策２１「地
域福祉の推進」に記述 

基本設定 ：日常生活圏域を基本とした地区を設定  
 
基本目標１ 他人事を「我が事」に変えていく環境整備 
基本目標２ 「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める 
        環境整備 
基本目標３ 庁内における包括的な相談支援体制の構築 

まちづくりの根幹をなす計画 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

まちづくりの基本となる計画 
都市計画マスタープラン 

 
 

※土地利用やまちづくりのハード部分
を担う計画 

草加市地域福祉推進基本方針  

草加市まちづくり 
自治基本条例 
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 基本方針の期間は、総合振興計画と一体となった地域福祉計画の具体的取
組を示したものであるため、総合振興計画と同様の４年間とします。 
 ただし、今回の策定時期が平成２９年度となっているため、次の改定まで
の期間は、平成３１年度までの２年間とします。 
 次の改定時期は、総合振興計画の第一期基本計画期間が平成２８年度から
平成３１年度までとなっているため、平成３１年度に改定作業を行います。 
 

【方針の期間】 

２ 基本方針の期間 

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

平成29年 平成30年 平成31年  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

策定 

改定 

【参考】総合振興計画の計画期間 

年度 2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

基本構想 第四次草加市総合振興計画基本構想 

基
本
計
画 

第一期 第一期基本計画                                 

第二期         第二期基本計画                         

第三期                 第三期基本計画                 

第四期                         第四期基本計画         

第五期                                 第五期基本計画 



３ 基本方針の策定のフロー  
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 基本方針は、地域福祉計画が総合振興計画と一体となるプロセスとともに、
平成３０年の改正社会福祉法の施行や県の地域福祉支援計画の改定を踏まえ、
地域福祉計画庁内検討会による基本方針の素案づくり、地域福祉連絡協議会
による審議、基本方針素案の議会への周知及びパブリックコメント（市民意
見募集）を通して策定しており、その流れは以下のとおりです。 

平成２６年度

・草加市の地域福祉の推進につ

いて意見書を提出

１１月

第１回地域福祉連絡協議会

（意見聴取）

・地域福祉計画を第四次総合振

興計画と一体とする方針をまと

める

１０月

平成２７年度 ・地域福祉の推進に関する第四

次総合振興計画素案の検討

６月 第１回地域福祉連絡協議会

（意見交換）

第２回地域福祉連絡協議会

（意見交換）

・地域福祉計画とは別で、地域

福祉の観点からまちづくりを研

究（研究会を設置）

８月
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平成２８年度
・第四次総合振興計画として地

域福祉の理念を明記

４月

平成２９年度

・地域福祉の観点からのまちづく

り研究のまとめ

３月

・地域福祉計画の具体的な方針

案の検討

４月

第１回地域福祉連絡協議会

（方針案の審議）

・地域福祉計画の具体的な方針

案のまとめ

１１月

・議会への周知

３月

・パブリックコメントの実施

３月～４月平成３０年度

第１回地域福祉連絡協議会

（方針案のまとめ）

・市民等の意見集約

・方針のまとめ

４月～５月

・冊子、ホームページ等による公

表

６月

社会福祉法の改正や国のガイ

ドライン策定、県の計画改定内

容を受け、方針案を検討

地域福祉計画が総合振興計画

と一体となる





第３章 基本方針の設定と目標 
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基 本 目 標 

基 本 目 標  １ 

他人事を「我が事」に変えていく環境整備 

基 本 目 標 ２ 

「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」 
「とりあえず丸ごと」受け止める環境整備 

基 本 目 標 ３ 

包括的な相談支援体制の構築 

-１５- 

 この基本目標は、社会福祉法第１０６条の３に規定されている市町村が実
施するよう努めることとなっている、包括的な支援体制の整備に沿った目標
となっています。 

基本設定 

日常生活圏域を基本とした地区を設定 

１ 基本方針の体系 



２ 基本方針の設定と目標に係る取組 
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（１）基本設定  
【日常生活圏域を基本とした地区を設定】 
 基本方針における日常生活圏域を総合振興計画のコミュニティブロック
の１０地区に設定します。 
 

取組 地域福祉基盤の整備 

○現在、日常生活圏域として地区社会福祉協議会、地区民生委員・児童委員
協議会は１２地区、地域包括支援センターは８地区で構成されていますが、
草加市社会福祉協議会や地域包括支援センターと調整を図り、総合振興計画
のコミュニティの基礎単位である１０地区に合わせ、地域福祉の基盤を整備
します。 

現在 

松江 
4～5町名 
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整備後 

 日常生活圏域を基本とした地区を設定した後に、その地区にお
いて、基本目標に基づく具体的取組を推進していきます。 



（２）基本目標１ 
【他人事を「我が事」に変えていく環境整備】 
 支え合いのまちづくりは、自分で努力する「自助」、地域での支え合い
「互助・共助」が必要となります。 
 そこで、地域における支え合いとして、他人事を「我が事」へと変えて
いく意識の醸成を図ることが必要と考えます。 
 地域で様々なことを市民で「我が事」として捉える、支え合いのまちづ
くりを実現するために、地域での市民活動等への参画支援、活動支援、情
報提供、研修などの事業を実施します。 
 

取組１ 地域力（地域のまちづくり力）の強化 

○「自分や家族が暮らしたい地域を考える」という土壌づくりを行い、主
体的・積極的な取組の広がりを促進します。 
○「地域で困っている課題を解決する」という気持ちで活動する市民の参
加を促進します。 
○「個人やその世帯」の課題から、市民と関係機関が一緒になって解決す
るプロセスを醸成できる地域のまちづくりを行います。なお、個人情報も
含めた情報共有プロセス及び環境を検討していきます。 
○市内の企業も地域社会の一員という観点から、参画を促します。  
○草加市社会福祉協議会をはじめ、公的施設を管理している草加市社会福
祉事業団、高年者の生きがいづくりと活動拠点としての草加市シルバー人
材センターなどの社会資源と連携しながら、地域との関係づくりを推進し、
地域のまちづくり力を強化します。 

取組２ 地域が気軽に集える場づくり（情報発信と発掘） 

○誰もがいつでも気軽に集える活動の拠点となる社会資源を発掘するとと
もに、地域の情報を発信できる環境を検討します。 
○市民同士がコミュニケーションをとる機会を設け、地域福祉活動に向け
た思いを互いに共有し、地域の場づくりに積極的に参加できる環境を整備
します。 

取組３ 地域福祉ネットワークの拡大 

○「地域で困っている課題を解決したい」という気持ちで、様々な取組を
行う市民や福祉関係者を繋ぎ、「我が事」として取り組む地域福祉のネッ
トワークの拡大に努めます。 
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（２）基本目標１ 
 

取組４ 要支援者などを支える見守り体制の構築 

○災害時において、自力で避難することができない人（避難行動要支援
者）など要支援者を平常時から見守りをするなど、「我が事」のように地
域で支援ができるよう環境を整備します。 
○犯罪を犯した人が更生に向けて取り組むときに、再犯防止に取り組む地
域の福祉団体を中心に、「我が事」のように地域での支援ができるよう環
境を整備していきます。 

取組５ 福祉教育プログラムの開発及び展開 

○草加市社会福祉協議会を中心に、障がい、認知症、社会的孤立への理解
などに関して学ぶことを通じて、地域福祉を身近なものとして考える機会
を提供し、他人事から「我が事」への理念の浸透を図ります。 
○単に知識を学ぶだけでなく、お互いの人間関係を作ることや地域におけ
る課題を共有して解決につながる学習ができるよう、学習者の状況に応じ
た段階的な福祉教育プログラムを開発できるよう検討します。 
○教育委員会と連携して、小中学生にも、社会教育や学校教育の場におい
て、他人事から「我が事」への理念の浸透に係る学習機会の提供できるよ
うな展開を行っていきます。 

取組６ 福祉ＳＯＳゲームを活用した担い手づくり 

○他人事を「我が事」のように捉え、地域における課題を解決したい市民
を地域で募り、市と文教大学の協働で作製した「福祉ＳＯＳゲーム」を活
用して、地域福祉の担い手づくりを行います。 
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（２）基本目標２ 
【「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け
止める環境整備】 
 地域では、様々な生活課題があります。地域で解決するためには、「と
りあえず」丸ごと受け止める環境が必要となってきます。 
 それは、場であることも必要ですが、地域で解決するためのソーシャル
ワーク（コーディネート）を行う人が必要と考えます。 
 地域の様々な生活課題や「世帯」の「複合課題」を解決するために、
「とりあえず」丸ごと受け止められるようコミュニティソーシャルワー
カーの配置や民生委員への支援、福祉人材の育成などを行います。 
 

取組１ 地域の相談体制づくり 

○地域ですべての相談を解決するのではなく、地域の相談や課題を「とり
あえず丸ごと」受け取り、整理し、適切な行政機関や専門機関等に繋ぐた
めに、コミュニティソーシャルワーカー（以下「ＣＳＷ」といいます。）
を地域に配置します。 
○ＣＳＷを配置するに当たり、現在、地域にある地区社会福祉協議会など
既存の社会資源と連携できるよう配慮しながら、市民と専門機関の顔が見
える関係づくりを構築します。 
○「複合課題丸ごと」解決するために、様々な社会資源を活用し、必要に
応じて社会資源を開発するなど、地域のまちづくりを深化させます。 

取組２ 各分野、各対象者に係る支援を通じた包括的地域づくり 

○各分野、各対象者への支援は行政の事業として実施していますが、「世
帯丸ごと」の支援を地域のまちづくりと連動させ、地域の実情に応じた、
予防的支援や重症化する前の支援を、包括的に地域が主体となり取り組め
る仕組みを構築します。 

取組３ 社会福祉協議会の役割の明確化と強化 

○草加市社会福祉協議会が地域福祉の推進役を果たすことができるよう、
役割を明確化し、今後さらなる推進を図るためにＣＳＷを配置し、地域包
括ケアシステムにおける生活支援コーディネーターと連携しながら、役割
を強化します。 
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（２）基本目標２ 
 

取組４ 民生委員・児童委員等の活動環境の整備及び促進 

○民生委員・児童委員等は、民生委員法や児童福祉法に規定された職務を
遂行しています。地域に根差した相談役として、活動が円滑にできるよう
に作成した活動ガイドラインを活用しながら、環境を整備します。 

取組５ 福祉人材の発掘及び育成 

○福祉サービスの提供に当たって、公的施設に関わらず、ＮＰＯ・民間等
の福祉事業所でも福祉に資する人材が必要となるため、高年者、障がい、
子どもの分野における人材の確保と発掘については、県の養成講座を活用
するとともに、育成については、独自の研修プログラムの開発を検討しま
す。 
○高年者の総合事業に代表される福祉サービスの提供については地域への
転換としているため、地域の市民活動団体等に対する福祉人材の育成体制
についても検討します。 

取組６ 福祉サービスの向上及び促進 

○福祉サービスが世帯の複合的な課題に対応できるよう、地域から発信で
きる個別の福祉サービスと地域づくりを結び付けられる福祉サービスの向
上と新たな福祉サービスが創出できるような環境の整備を促進します。 

取組７ 成年後見制度促進の支援体制の構築と地域支援 

○成年後見制度利用促進法の制定に伴い、権利擁護を推進するため、草加
市社会福祉協議会に設置しているそうか成年後見センターを中心とした地
域での支援体制を構築します。 
○認知症などによる判断能力が不十分な人への支援、財産管理や身上監護
ができるよう、市民後見人などを活用した地域支援を行います。 
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（２）基本目標３ 
【包括的な相談支援体制の構築】 
 市役所内においては、制度ごとに、各所管が縦割りに分けられています。
各制度は、各対象の個人に対するサービス提供が前提のため、各所管に属
さない相談・課題が存在します。いわゆる「制度の狭間」が課題となって
いるため、包括的な相談支援体制を構築する必要があります。 
 制度の縦割りや狭間を解消するために、福祉事務所内に総合的にソー
シャルワークする職員を配置するなど、包括的な支援ができる体制を整備
します。  
 

取組１ 福祉事務所の相談窓口の横断的な体制整備 

○福祉の相談窓口として福祉事務所を設置しています。福祉事務所では、
制度が広範に及ぶため、１８歳未満の子ども、高年者、障がいの分野ごと
の所管に分かれ、相談対応を行っているので、世帯への支援などの総合的
な支援や各所管に属さない支援の調整を行う部署を定め、福祉事務所内に
総合的なソーシャルワークをする職員を配置できる環境を整備します。 
○１８歳以上の若者など、各制度の支援に属さないケースが存在する場合
は、総合的なソーシャルワークをする職員が中心となり、「制度の狭間」
の支援について、国や県の関係機関の活用を検討しながら、地域のＣＳＷ
と連携して横断的な体制を整備します。 
○生活困窮者自立支援法に基づき設置された自立相談支援機関は重症化す
る前の第２のセーフティネットとしての機能を有しているため、総合的に
ソーシャルワークをする職員と地域のＣＳＷと連携した支援を実施します。
○虐待などに関して、県の関係機関や福祉事務所のケースワーカーととも
に、個別支援と安心して暮らせる地域のまちづくりのため、地域のＣＳＷ
も加わり、重層的な支援を行います。 

取組２ 医療・保健と連携した取組の環境整備 

○個人の生活習慣病などを防ぐために、保健事業と連携した地域での取組
を検討します。また、地域医療を踏まえた、住み慣れた地域での環境整備
を関係機関と連携して検討します。 
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 基本目標全体に掲げる取組を確実に実施していくために、実施主体、実
施内容、実施に至るまでの工程等を定めることとします。  

 また、地域福祉に関係する既存事業をはじめ、福祉担当部局以外の事業
や現在、どの部局も実施していない新規事業も含めた検討及び事業設計を、
部局横断的な場において検討することとします。 

（２）基本目標３ 
 

取組３ 教育と連携した相談体制整備 

○小学生・中学生の課題については、虐待やひきこもりの問題など、見守
り活動や相談機関の利用などの福祉的サービスが必要となった場合に、教
員やスクールソーシャルワーカー、教育委員会などと連携します。福祉事
務所内に配置する総合的なソーシャルワークする職員が調整役となり、相
談体制を整備します。 

取組４ 地域課題に関わる関係課の協力連携整備 

○地域における課題を地域のＣＳＷが地域で解決することができない場合
は、福祉事務所内のソーシャルワークをする職員が間に入り、庁内の関係
課と調整や情報提供を行いながら、協力連携体制を整備します。 

取組５ 多機関と協働した支援ネットワーク体制整備 

○複合的課題を解決するために、状況に応じて、各制度を横断した専門機
関等を集めた支援ネットワークを組織します。 
○この組織の中心的な役割は、福祉事務所内の総合的なソーシャルワーク
する職員が担い、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関や地
域包括支援センター、基幹相談支援センターも含め、サービス事業所など
の多機関と協働した体制を整備します。 
○支援ネットワークには、草加市社会福祉協議会と地域のＣＳＷも加わり、
支援ネットワークの在り方について、協議体の設置等の検討も含め、体制
の整備をします。 



第４章 基本方針の具体的取組の実現に向けて   
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○ 草加市みんなでまちづくり自治基本条例に基づく基本方針の推進 
 平成１６年１０月に「草加市みんなでまちづくり自治基本条例」を施行し、 
市民自治の実現、パートナーシップによるまちづくりを進めるため、市民、
市議会及び市の関係、役割及び責務を明らかにし、自治の基本原則を定める
ものです。 
 誰もが参画できる市民の自立と自律による市民主体のまちづくりを進めて
いるため、基本方針においても、この条例の基本原則に準拠して、取組を推
進していきます。 
 
○ その他の市の計画との関係 
 地域福祉の推進は、地域に関わる全ての市民を対象としており、その自立
した生活を支えるための基本方針です。このため、基本方針の取り扱う分野
は、福祉に限らず、広く医療、教育、環境、産業、文化、交通、人権等多岐
に渡っています。 
 そのため、関連する市の計画の策定に反映するなど、基本方針における地
域福祉の考え方の推進に努めます。 
  

１ 市民と行政との協働による基本方針の推進  

２ 推進体制の充実と取組の進捗管理  

 基本方針の推進体制として、基本方針を取り扱う課が中心となり、具体的
取組の政策立案を行っていきます。 
 また、地域においては、地域の中核である草加市社会福祉協議会とＣＳＷ
が中心となり、地域の社会資源とのネットワークを図り、地域の実情にあっ
た地域のまちづくりを展開していくこととします。 
 基本方針における具体的取組の進捗状況、評価及び見直しについては、地
域福祉連絡協議会を活用していきます。 
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 基本方針における具体的取組については、原則として、地域福祉推進実施
計画において、組み立てを行うこととし、１年ごとに見直しを行います。 
 見直しは、地域福祉連絡協議会における進捗状況の報告と評価に基づき、
その評価から、具体的取組の実施に向け、地域や関係する課と検討する場を
設置し、調査、分析し、改善及び修正することとします。 
 検討の場については、主に、地域福祉計画庁内検討会を活用し、ＣＳＷ及
び社会福祉協議会も参加して、地域のまちづくりと連動させていきます。   
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 また、具体的取組の検討に当たっては、予算化する必要が生じることもあ
ることから、基本方針を取り扱う課が中心となり、関係各課と調整し、事業
の進捗状況を把握することとします。  
   

○ 地域福祉連絡協議会の体制 
 地域福祉連絡協議会の運営に当たっては、福祉の個別分野の関係者、行政、
そして市民や企業の代表、保健・医療関係者、学識経験者、社会福祉協議会
など地域福祉を推進する委員が参加する体制を整えます。    
  
  

３ 地域福祉連絡協議会の体制  
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資料編  

-２８- 



 
（１）草加市地域福祉連絡協議会設置要綱 

                                      平成17年12月25日 

                                      告示第350号 

(設置) 

第1条 草加市地域福祉計画(以下「計画」という。)を市民や関係機関と共に策定
及び推進していくため、草加市地域福祉連絡協議会(以下「協議会」という。)を設
置する。 

(平25告示1134・一部改正) 

(所掌事項) 

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 計画素案の策定に関すること。 

(2) 計画に係る取組の進捗管理、評価、見直しその他計画の推進に関すること。 

(平25告示1134・全改) 

(組織) 

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が
委嘱し、又は任命する。 

(1) 社会福祉関係者 

(2) 知識経験者 

(3) 地域市民団体等の代表者 

(4) 公募による市民 

(5) 市職員 

(任期) 

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合に
おける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選による。 

3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

(関係者の出席) 

第7条 協議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を
求め、説明又は意見を求めることができる。 

１ 設置要綱 
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(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。 

（平成２９年告示240・一部改正） 
(委任) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長
が協議会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成25年告示第1134号) 

この要綱は、平成26年2月21日から施行する。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成29年告示第240号) 

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 
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（２） 草加市地域福祉計画庁内検討会設置要綱 

                                       平成２２年６月２日 

（設置） 
第１条 草加市地域福祉計画（以下「計画」という。）を策定し、及び推進するため、
庁内の関係課で組織する草加市地域福祉計画庁内検討会（以下「検討会」とい
う。）を設置する。 

（平２３年３月１１日・平２５年１１月１５日・一部改正） 
（所掌事項） 
第２条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 計画の策定、進捗管理及び見直しに関する調査及び研究を行い、草加市地
域福祉連絡協議会の審議資料を作成すること。 

(2) その他計画の推進に関し必要なこと。 

（平２３年３月１１日・平２５年１１月１５日・一部改正） 
（組織） 
第３条 検討会は、健康福祉部副部長（市長が指名する者に限る。）、市長室広
聴相談課長、総合政策課長、人権共生課長、みんなでまちづくり課長、産業振興
課長、文化観光課長、福祉政策課長、生活支援課長、長寿支援課長、介護保険
課長、障がい福祉課長、健康づくり課長、子育て支援課長、子ども育成課長、子
育て支援センター所長、保育課長、交通対策課長、都市計画課長、指導課長及
び生涯学習課長をもって組織する。 

（平２３年３月１１日・平２４告示３３８・平２５年３月１３日・平２６告示３１５・平成２８
年告示２５９・一部改正・平成２９年告示２４０・一部改正） 
（会長及び副会長） 
第４条 検討会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、健康福祉部副部長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、検討会を代表し、会務を掌理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第５条 検討会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（ワーキンググループ） 
第６条 検討会における調査・研究の資料を作成するため、検討会にワーキング
グループを設置する。 

２ ワーキンググループは、検討会委員が所属する課の職員のうちから当該委員
が指名す 
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が指名する者をもって組織する。 

３ ワーキンググループに座長及び副座長各１人を置く。 

４ 座長及び副座長は、ワーキンググループ委員の互選による。 

５ 座長は、ワーキンググループを代表し、会務を掌理する。 

６ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ ワーキンググループは、座長が招集し、会議の議長となる。 

（関係者の出席） 
第７条 検討会及びワーキンググループは、必要があると認めたときは、関係者
の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。 

（庶務） 
第８条 検討会の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。 

    （平成２８年告示２５９・一部改正・平成２９年告示２４０・一部改正） 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長
が検討会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年６月２日から施行する。 

（平２３年３月１１日・旧第１項・一部改正） 
附 則（平成２３年３月１１日） 
この要綱は、平成２３年３月１１日から施行する。 

附 則（平成２４年告示第３３８号） 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１３日） 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月１５日） 
この要綱は、平成２６年２月２１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第３１５号） 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年告示第２５９号） 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年告示第２４０号） 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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２ 委員等名簿 

（１）草加市地域福祉連絡協議会委員名簿

任期 平成２８年５月２０日から平成３０年５月１９日まで（２年間）

委員数 １２名

委員名簿 ◎　会長　○　副会長

（順不同　敬称略）

公募による市民

一般社団法人　草加八潮医師会

学校法人文教大学学園文教大学

草加市町会連合会

選出団体

社会福祉関係者

知識経験者

地域市民代表者

草加市聴覚障害者協会奥村
オクムラ

　三男
ミツオ

社会福祉法人　草加市社会福祉協議会

草加市民生委員・児童委員協議会

ボランティア草加連絡協議会

市職員 曽合
ソアイ

　吉雄
ヨシオ

草加市自治文化部

五月女
サオトメ

　信敏
ノブトシ

市民公募

日下
クサカ

　昌枝
マサエ

市民公募

石井
イシイ

　武
タケシ

草加商工会議所

本多
ホンダ

　惠子
ケイコ

草加市子ども会育成者連絡協議会

○森
モリ

　恭子
キョ ウコ

佐藤
サトウ

　孝雄
タカオ

◎斉藤
サイトウ

　幸子
サチコ

松本
マツモト

　眞
マサ

彦
ヒコ

鈴木
スズキ

　一行
カズユキ

天野
アマノ

　達雄
タツオ

氏   名
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（２）平成２９年度草加市地域福祉計画庁内検討会委員名簿

◎会長　○副会長　

所　　　　属 職　　　　名 氏　　　　名

健康福祉部 副部長 ◎斉　藤　和　見

広聴相談課 課長

総合政策課 課長 ○益　田　正　俊

人権共生課 課長 石　川　敬　事

みんなでまちづくり課 参事（兼）課長 山　中　祟　之

産業振興課 課長 髙　橋　浩志郎

文化観光課 課長 籠　宮　千　春

福祉政策課 参事（兼）課長 平　島　弥　生

生活支援課 参事（兼）課長 横　川　竜　也

長寿支援課 参事（兼）課長 坂　田　幸　夫

介護保険課 課長      池　田　 晃

健康福祉部
副部長（兼）

障がい福祉課長
     蓮　見　 昇

健康づくり課 課長 平　木　勇　二

子育て支援課 課長 長　澤　富美子

子ども育成課 課長 小　中　一　郎

子育て支援センター 課長 杉　浦　めぐみ

保育課 参事（兼）課長 黒　須　正　明

交通対策課 課長 宮　崎　嗣　久

都市計画課 課長 芝　田　昌　明

指導課 課長 本　間　錦　一

生涯学習課 課長 　長　峯　春　仁　
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◎座長　○副座長

所属 職名 氏名

広聴相談課 主幹専門員 黒須　俊之

総合政策課 主査 ○谷口　学

人権共生課 主任 井田　美穂

みんなでまちづくり課 主事 木村　友軌

産業振興課 主事 宇田川　数馬

文化観光課 主事 中山　良太

福祉政策課
地域福祉推進担当

参与
◎石川　忠義

生活支援課 主事 狩野　昌

長寿支援課 課長補佐 村松　誠

介護保険課 主事 二瓶　孝則

障がい福祉課 課長補佐 加藤　剛

健康づくり課
保健センター

保健師 津田　有紀

子育て支援課
課長補佐

（兼）子ども政策係長
西川　恭文

子ども育成課
主幹

（兼）児童クラブ係長
長堀　直人

子育て支援センター 総合相談係長 田口　裕美

保育課 認可・確認係長 吉田　勝　

交通対策課 主事 南雲　洋平

都市計画課 計画係長 杉田　典人

指導課 主査 吉田　佳恭

生涯学習課 生涯学習係長 土屋　恵美

市民生活部

　都市整備部

教育委員会

（３）草加市地域福祉計画庁内検討会ワーキンググループ構成員名簿

市長室

　総合政策部

　自治文化部

　健康福祉部

　子ども未来部



３ 用語の解説 

はじめに 

２０２５年問題 

 2025年は、団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となり、国民の3人に1
人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という、人類が経験したことのない
『超・超高齢社会』を迎える。これを「2025年問題」という。 
 

ダブルケア問題 

 広義では家族や親族等、親密な関係における複数のケア関係、そこにお
ける複合的課題。狭義では、育児と介護の同時進行の状況のことである。
育児と介護、介護と孫支援など、少子化・高齢化におけるケアの複合化・
多重化の問題に焦点をあてる概念。  
 

８０５０問題 

 ひきこもりが長期化すると親も高齢となり、収入が途絶えたり、病気や
介護がのしかかったりして、一家が孤立、困窮するケースが顕在化し始め
ている。こうした例は「80代の親と50代の子」を意味する「8050（はちま
るごーまる）問題」と呼ばれる。 
 

地域共生社会 

 厚生労働省が新たに打ち出した概念。福祉サービスを「縦割り」から
「丸ごと」へと転換する、地域包括ケアシステムを進化させた概念である。
地域共生社会は、“高齢者・障害者・子どもなど全ての人々が、1人ひとり
の暮らしと生きがいを、ともに創り、高め合う社会”と定義されている。 
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第１章 基本方針の背景 

２頁 社会福祉法 

 社会福祉法は日本の社会福祉の目的・理念・原則と対象者別の各社会福
祉関連法に規定されている福祉サービスに共通する基本的事項を規定した
法律。1951年の制定時は社会福祉事業法という名称で、社会福祉基礎構造
改革の検討を経て、2000年5月に社会福祉法に名称と内容が大幅に改正され、
同年6月に施行された。社会福祉サービスの定義・理念、福祉事務所・社会
福祉審議会・社会福祉主事など行政組織に関する規定、社会福祉法人に関
する規定、社会福祉協議会、共同募金など地域福祉に関する規定、福祉
サービスの情報提供や利用者の権利擁護システム等が盛り込まれている。 
 

２頁 草加市総合振興計画 

 「総合振興計画」は、将来の草加市をどのようなまちにしていくのかを
示す「まちづくりの指針」となるもの。 具体的には、目指す都市像やまち
づくりの目標などを記した構想（「基本構想」）と、その実現のための
「基本計画」、「実施計画」を総称したもので、平成27年に「第四次草加
市総合振興計画基本構想・第一期基本計画」を定め、平成28年度から平成
47年度までの20年間を対象期間とし、 草加市の将来像を実現するための施
策の方針を表している。 
 

２頁 地区社会福祉協議会 

 福祉推進の自主組織であり、法的な位置付けはないが、住民の自主組織
である。 
 草加市内では12地区において地区社会福祉協議会が設置され、草加市社
会福祉協議会は活動の支援を行なっている。 
 

２頁 社会福祉協議会 

 社会福祉法に基づきすべての都道府県・市町村に設置され、地域住民や
社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、
さまざまな活動を行っている非営利の民間組織。 
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第１章   

２頁 地域包括支援センター 

 地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人
らしい生活を継続することができるように、高齢者の生活を支える役割を
果たす総合機関として、各市町村が設置している。草加市では、社会福祉
法人や医療法人等に委託して、運営を行っている。 
地域包括支援センターでは、介護予防サービスの相談など高齢者に関する
様々な相談を受け、必要なサービスにつないだり、権利や安全を守る支援
をしている。 

３頁 ニッポン一億総活躍プラン 

 平成28年6月2日に、あらゆる場で誰もが活躍できる、全員参加型の社会
を目指すため「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定され、我が国の経
済成長の隘路（あいろ）の根本にある少子高齢化の問題に真正面から取り
組むものである。 
 日本経済に更なる好循環を形成するため、これまでの三本の矢の経済政
策を一層強化するとともに、広い意味での経済政策として、子育て支援や
社会保障の基盤を強化し、それが経済を強くするという新たな経済社会シ
ステムづくりのこと。 

４頁 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部 

 一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉分野においても、パラダイ
ムを転換し、福祉は与えるもの、与えられるものといったように、「支え
手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割
を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成
し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる
「地域共生社会」を実現する必要がある。 
 具体的には、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が
事」として主体的に取り組む仕組みを作っていくとともに、市町村におい
ては、地域づくりの取組の支援と、公的な福祉サービスへのつなぎを含め
た「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めていく必要がある。 
 また、対象者ごとに整備された「縦割り」の公的福祉サービスを「丸ご
と」へと転換していくため、サービスや専門人材の養成課程の改革を進め
ていく必要がある。これらの具体策の検討を加速化するため、「「我が
事・丸ごと」地域共生社会実現本部」が設置された。 
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第１章  

４頁 地域力強化検討会 

 正式には、地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在
り方に関する検討会といい、「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本
部」の下に、住民主体による地域課題の解決力強化・体制づくり、市町村
による包括的相談支援体制等について検討を行う「地域力強化ワーキング
グループ」が設置され、具体的実例に基づく検討を行い、実現本部におけ
る議論に資するため、本検討会が組織された。 
  

５頁 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律 

 障害者や障害児、難病患者が、地域社会において、基本的人権を享有す
る個人としての尊厳にふさわしい生活を営むために、福祉サービスの給付
や地域での生活支援に関わる人材育成などの総合的な支援を行うことを定
めた国の法律。 
 

６頁 埼玉県地域福祉支援計画 

 社会福祉法に基づく「都道府県地域福祉支援計画」として広域的な見地
から市町村の地域福祉を支援する計画。 
埼玉県地域福祉支援計画の第5期計画は、平成30年～32年までが計画期間と
なっている。 
 

第２章 基本方針の位置付け 

８頁 地域福祉活動計画 

 社会福祉協議会が策定する民間の「活動・行動計画」のこと。市民をは
じめ、市内で社会福祉に関する活動を行っている人や福祉団体などの社会
福祉関係者や関係機関が連携し、地域福祉を推進すること目的としている。
草加市社会福祉協議会の第3次計画は、平成28年～31年までが計画期間と
なっている。 
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第３章 基本方針の設定と目標  

１６頁 コミュニティブロック 

 草加市総合振興計画における地域の区域のことを示し、市内の町会・自
治会を、10のブロックに分けたもの。 
 

１６頁 地区民生委員・児童委員協議会 

 市町村の一定区域ごと（町村は、原則として町村全域で一つの区域）に
民生委員・児童委員協議会を設置することが民生委員法に規定されており、
「法定単位民生委員・児童委員協議会」と呼んでいる。草加市では、12の
地区に分かれており、12の地区民生委員・児童委員協議会が組織されてい
る。 
 

１８頁 社会福祉事業団 

 地方公共団体が設置した社会福祉施設の受託経営などを行う社会福祉法
人格をもつ団体であり、草加市では、社会福祉法人草加市社会福祉事業団
を設立している。 

１８頁 シルバー人材センター 

 シルバー人材センターは、原則として市（区）町村単位に置かれており、
国や地方公共団体の高齢社会対策を支える重要な組織として、 「高年齢者
等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、 都道府県知事の
指定を受けた公益社団法人である。草加市では、公益社団法人草加市シル
バー人材センターを設立している。  



第３章  

２０頁 ソーシャルワーク 

 社会的な問題の解決を援助するための社会福祉の実践的活動。  
 日本学術会議の社会福祉・社会保障研究連絡委員会がまとめた報告書に
よると、「ソーシャルワークとは社会福祉援助のことであり、人々が生活
していく上での問題を解決なり緩和することで、質の高い生活（QOL）を支
援し、個人のウェルビーイング※の状態を高めることを目指していくこと
である。」（「ソーシャルワークが展開できる社会システムづくりの提
案」（平成15年6月24日））とされている。 
 ※ウェルビーイング（well-being）とは、個人の人権の尊重を前提に自
己実現の促進を目的とした積極的でより権利性の強い意味合いを含んだも
のとして理解されている。1946〔昭和21〕年世界保健機構（WHO）憲章前文
にも登場しており、「安寧」「良好な状態」「福祉」などと訳し用いてい
る。 
 

２０頁 コミュニティソーシャルワーカー 

 生活上の課題を持つ個人や家族のニーズに対する個別支援と、その地域
における住民のネットワークづくりや生活環境の整備を多職種、多機関と
連携して支援する専門職。 

２０頁 生活支援コーディネーター 

 高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、
地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた
コーディネート機能を果たす者を「生活支援コーディネーター（地域支え
合い推進員）」という。 
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２０頁 地域包括ケアシステム 

 環境の変化がストレスになる高齢者の中には、可能な限り住み慣れた地
域や自宅で日常生活を送ることを望む人が多い。また、地域内で介護が必
要な高齢者を効率良くサポートするためには、家族のメンバーや地域の医
療機関、介護の人材が連携し合い、状況に応じて助け合う必要があり、地
域における「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つのサー
ビスを一体的に提供できるケア体制を構築しようというのが、地域包括ケ
アシステムである。 
 地域包括ケアシステムとは地域の実情や特性に合った体制を整えていく
ものであり、全国一律ではなく、各地域で高齢化がピークに達するときを
想定し、その地域が目指すケアシステムを計画していく。 
ここでいう「地域」とは日常生活圏域を指し、おおむね30分以内に駆けつ
けられる場所を想定し、高齢者の住居が自宅であるか施設であるかを問わ
ず、健康に関わる安心・安全なサービスを24時間毎日利用できることを目
標としている。 

２１頁 成年後見制度利用促進法 

 認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や
日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会に
おける喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することであるが、
成年後見制度の活用が十分とは言えない状況である。 
これに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に
公布され、同年5月13日に施行された。 
 

２１頁 市民後見人 

 一般市民による成年後見人。認知症や知的障害などで判断能力が不十分
になった人に親族がいない場合に、同じ地域に住む市民が、家庭裁判所か
ら選任され、本人に代わって財産の管理や介護契約などの法律行為を行う。
草加市では、市民後見人養成講座を実施し、受講修了者は、草加市社会福
祉協議会に設置されているそうか成年後見センターに市民後見人候補者と
して登録している。 
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２２頁 生活困窮者自立支援法 

 経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれ
のある人に対して、自立の促進を図るための措置を講ずることを定めた法
律。就労など自立に関する相談や、住居の確保に必要な費用の給付などを
行う。平成25年公布。平成27年4月施行。 

２２頁 自立相談支援機関 

 平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法に基づく相談窓口。経
済的な理由など、生活困窮の状態にある人に対して、生活保護に至る前の
段階から、自立支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮の状態か
ら、早期の自立に向けて支援する。 
草加市では、市の生活支援課のとなりに窓口を設置し、まるごとサポート
ＳＯＫＡという名称で、開設している。 

２２頁 福祉事務所 

 福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事
務所」をいい、福祉六法（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、
老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法）に定める援護、育
成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関である。
都道府県及び市（特別区を含む。）は設置が義務付けられており、町村は
任意で設置することができる。 

２３頁 基幹相談支援センター 

 障がいのある人やその家族などから日常生活における様々な相談への対
応に加え、成年後見制度の利用支援や障がい者虐待の早期発見・防止等に
必要な支援を行う。草加市では、草加市社会福祉事業団に委託して、設置
している。 
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